
1．はじめに 
2000 年にドイツ連邦議会はドイツにおける分配に関する報告書の作成を連邦政府に依頼

する決定をなし，それを受けて連邦政府は 2002 年に Lebenslagen in Deutschland（ドイ

ツにおける生活状況）と題する「貧困と富裕に関する第一次報告書」(Bundesregierung  
2001)を発表した．ある程度予想されていたとはいえ，連邦議会および政府のこの動きは分

配政策・社会政策における画期的な出来事であった．報告書に「ドイツのような豊かな国

においても貧困は存在する」と記されているのは，いささか奇異な感じを受けるのである

が，90 年代には「ドイツのような豊かな国においては貧困問題は存在しない」というのが

CDU/CSU 連邦政府の見解であった1．1995 年 3 月にコペンハーゲンで開催された社会開発

サミット(WSSD)の後も政府は「貧困と富裕に関する批判の余地のない定義」が示されない

限り「貧困」という用語を使用することは無理であるという態度を崩そうとはせず，連邦

議会において「貧困」という用語が用いられた質問に対して政府答弁は拒否されたという

経緯があった2． SPD は伝統的に格差や貧困の除去を党の使命としてきた経緯もあり，98
年の総選挙によってシュレーダーを首班とする内閣が成立したからには，分配政策や社会

政策における新機軸が打ち出されることが，広く国民に期待されていた． 
報告書ではそれまでの主流であったもっぱら所得・資産の分配を基準とする貧困や格差

の捉え方や所得再分配政策による格差の是正という従来の方法から離れて，福祉や厚生

(well-being)への多次元的なアプローチを基礎とする，新しい政策構想を問う姿勢を鮮明に

した．  
本報告ではドイツにおけるそのような流の背景を概観し，新しい接近方法の特徴と問題

点について考察する．第 2 節では新しい動向の背景について述べ，第 3 節では多次元的ア

プローチによる分析例を紹介する．第 4 節では多次元的アプローチの問題点についてのべ，

結びとする． 
 
2．「貧困と富裕」プロジェクトの背景 
 2－1 上にドイツには貧困問題は存在しないとした CDU/CSU 連邦政府の態度について

ふれたが，90 年代におけるドイツの所得分配は図 1，図 2 が示すように着実に平等化が進

み政府の強気の姿勢を裏付けるものがあったことは事実である．図 1 では再分配前の所得

格差は漸増傾向にあるが，再分配後は 90 年代を通じて格差は僅かながら縮小する動きを示

した．東西ドイツ統一直後の 10年間ということを考慮すればこれはまずまずの成果である．

別の機会に示したように東西間の格差も 93 年ごろまでは開発政策の効果もあって急速に，

その後は東西の平均所得はほぼ一定の比率で推移していた3．図 2 は EU のラーケン指標

                                                  
1 Arndt/Volkert(2009) P.3 
2連邦政府に対して WSSD(1995)の決議に従い，貧困・社会的排除に関する詳細な調査報告

を提出することは 90 年代後半に様々な形で要求されていたが，CDU/CSU 政府の対応を引

き出すにはいたらなかった．Semarau/Muellenmeister-Faust(2003) p128 参照 
3 丸谷（2009）図 5 



（11）による貧困率の追跡であるが，90 年代に貧困が拡大したという結果はみられなかっ

た． 
 
図表 1  再分配前後の所得分配の動き 
 

 

 
注 Gini1  再分配前所得のジニ係数 
    Gini2 再分配後所得のジニ係数 
  いずれも等価世帯所得，GSOEP データを使用 
出所：丸谷（2009）図 2 
 
図表 2 貧困率の推移 
 

 



出所：Klause/Ritz(2006)Abbildung3 
 
 2－2 したがって前政権のもとで分配政策が失敗したということはできないが，統一ブ

ームの後の景気後退と財政逼迫から，政権交代の前後には分配政策は手詰まりの観があっ

た．一方 EU では 90 年代の後半から貧困の克服と社会的包摂に向けての取り組みが始まり，

2000 年のリスボン欧州理事会では，社会的排除に対する政策を「公開調整手法(Open 
Method of Coordination)」に基づいて実施することが規定された．すなわち EU レベルで

のガイドラインを作成し，加盟国はそれに沿った政策を実施し，その実施状況を定期的に

評価することが定められた4．同年 11 月のニース欧州理事会では「貧困と社会的排除に対す

る闘いにおける目標」が承認され翌 01 年 12 月には社会保護委員会(Social Protection 
Committee)によって作成された貧困と社会的排除に関する指標(Laeken indicator)が欧州

理事会で承認された．この指標は新しい貧困の概念が所得や資産のみを基準とするもので

はなく多次元的となることを明示している． 
 「貧困と富裕」第一次報告書では EU の定義に合わせて，貧困を「その生活する加盟国

において許容されうる最低限の生活を営むに必要な（物質的，文化的および社会的）手段

さえ，こと欠く状態」と規定している5．この定義に従えば所得や資産といった経済的，物

質的要素だけでなく，非経済的，非物質的要因も重視される。したがってたとえ図表 1 や

図表 2 に示されたように，経済的変数に限っていえば不平等化や貧困化はいえないとして

も，分配政策や社会政策(Gesellschaftspolitik)6の課題が達成されているということにはな

らず、政府の「なすべきこと」は大幅に増加する． 
第一次報告書では国民の生活状態を様々な側面について詳細に調査し、その結果にもと

づいて社会的現実の全体図を作成することが重要であり、そのような作業を通じてはじめ

て貧困と社会的排除の問題に有効に対処しうる政策の策定や評価そして諸分野の政策の調

整が可能になると記されている．  
 2－2 連邦政府の取り組み 
 連邦政府は貧困および社会的排除の問題に長期的に取り組むための組織（⇒図表 3 参照）

を立ち上げた．この組織図から「貧困と富裕」プロジェクトに連邦政府が様々な効果を期

待していることが知られる．Arndt/Volkert(2009)では第 3 次報告書までを振り返り、次の

ような成果があったとしている． 
1． 貧困と社会的排除問題が連邦政府の重要な政策課題であることの根拠を示し、しかも

それは現政権だけでなく、将来の政府にとっても同様であることが確認された． 
2． 調査・研究の一部を連邦政府外の研究者、研究機関に委託させることによって

                                                  
4 公開調整手法については田中 敏（2005）参照 
5 Bundesregierung(2001) XIV なお正確には「EC 理事会 1984 年の定義に合わせて」で

ある． 
6 ドイツ語圏ではいわゆる社会政策(Sozialpolitik)に対して経済社会に対する一般的な政策

を Gesellschaftspolitik とよんで区別する． 



Capability approach、Lebenslagenannsatz、QOL/Standard of Living 等、異なる

方法を基盤とする研究者による協力体制ないし学際的な研究交流の場を制度化した． 
3． 人々に貧困と富裕の問題の存在を認知させ、社会の実態に関する資料(コア・データ)

を公表、使用可能にした．それによって政府は事実を隠蔽し、必要であるにもかかわ

らず適切な政策を行わないようなことが難しくなったこと．これは後述の capability 
の規定因である政策の透明性 Transparency にもかかわることである． 

    図表 3 「貧困と富裕」プロジェクトの組織 
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出所：丸谷（2009）図 6 原資料は Bundesregierung(2001) S.5     

  
  組織の制度化は「貧困と富裕」報告が連邦政府に義務づけられてすぐに着手されたが、

当初は分析の方法論的基礎づけは脆弱であり、とくに報告書の体系が EU から要請されたi

「貧困と社会的排除に対する行動計画」（National Action Plan Against Poverty and Social 
Exclusion; NAPIncl）と整合的な構成になっていないという問題があった．この問題に対

処するために二つの研究グループが組織された．W.Voges を中心に、伝統的な

Lebenslagenannsatz（LLA）の適用可能性考察するグループと，J.Volkert のグループであ

る．後者は代替的な分析方法を比較し、プロジェクトに最適の方法を見出すことを目的と

した．第二グループはいくつかの方法を比較した結果，プロジェクトに最も適した方法は

capability approach（CA）であるという結論を出した7． 
                                                  
7彼らが CA が LLA より優れているとした主たる根拠は CA の知名度である．しかし CA は



 CA の基本的な構想について A.Sen と M.Nussbaum は次のように述べている． 
「人の生活はいろいろなすること (doing)やあること (being)，すなわち一般に機能

(functions)と呼ばれているものの集合としてみることができる．この機能は，よく栄養がと

れていることや病気ではないというような基本的なものから，自尊心を持つこと，人とし

ての尊厳を保っていること，コミュニティーの生活に参加することなどのような，より複

雑なレベルでの‘すること’や‘あること’にも及んでいる．人の潜在能力(capability)と
は，機能のさまざまな代替的組み合わせを指し，人はそのうちの一つの組み合わせを選ぶ

ことができる」8 
 C.Arndt と J.Volkert は，この構想を基礎に生活状況を体系的に考察するための諸機能の

分類を行った9． 
 図表 4 潜在能力の規定因  

 
 
図表 4 では，潜在能力の実現可能性(Verwirklichungschanscen)を規定する諸因子が，個人

的な性格が強い Individuelle Potenziale（個人的潜在力）と，社会的慣習や制度によって規

定される機会ないし手段的自由(Instrumentelle Freiheit)に大別されている．前者はさらに

経済的潜在力（これには資産と所得がある），諸財の所有，非経済的潜在力（これには健康，

                                                                                                                                                  
LLA から多くのアイディアを受け継ぐことが可能であり，望ましいとした．LLA について

は Voges et al.(2003),CA と LLA の比較については Lessmann(2007,2008,2009)が詳しい． 
8 Sen/Nussbaum(1993) p.3 訳書 p.14 
9 Arndt/Volkert(2006) 
 



障碍，教育，技能・資格等が含まれる）の三に分類される．このうち経済的潜在力は潜在

能力に大きな影響を及ぼす，したがってその重要な規定因である．また所得や資産はエク

スプリシットに把握されない諸々の機能の代理変数として重要な役割を果たすが，CA では

機能そのものとは考えられていない．財は所得や資産の支出によって購われるほか，他の

主体からの現物的移転による場合もある．財は所得および資産と機能をリンクさせる位置

にある．財が実線ではなく破線で表示されているのは，それを計測するための統計データ

が整っていないためと説明されている．Arndt/Volkert(2007,2008)では経済的潜在力には経

済的手段，非経済的因子は personal conversion factors という説明を付すことによって，

二つの個人的因子の潜在能力との関係を簡潔に示している． 
 機会の社会的規定因は Sen の instrumental freedom に対応する因子である．Sen は貧困

をさまざまなタイプの生活を送る自由がない状態と考える．「本質的な自由には，飢餓，栄

養失調，避けることのできる病的状態や若死といった欠乏状態を回避することができる基

本的な能力，識字や計算能力，政治的参加の享受，検閲のない言論等々と関係のある自由

が含まれる」10そして「人がより自由に生きるための一般的な潜在能力を高める」手段とし

ての自由の例として政治的自由，経済的便宜，社会的機会，透明性の保障，保護の保障を

あげている．表 1 の右半分はほぼその線に沿って「道具としての自由」が編成されている． 
 彼らの研究結果は第二次報告書以後大幅に取り入れられ，とくに第三次報告書の構成は

ほぼ上表 1 に従ったものとなっている．すなわち第三次報告書では Part1 においては，表 1
のスケルトンに従って各研究者のドイツ国民の生活状況の調査，分析が詳細に展開され，

Part2 ではやはりその編成にしたがって貧困と富裕，社会的排除の問題に対して連邦政府が

策定した政策の評価がなされている． 
 
3．分析事例 
 3－1  筆者もかつて参画したコープこうべの「生協総合評価」は CA と類似の構造を

有している．総合評価は，協同組合の基本理念に沿ってコープこうべの「事業活動を基本

的価値と経営基盤の二つの視点から，六つの評価指標によって数値的に評価する」11ことを

目指した．評価は体系性と客観性を重視し，六つの評価指標それぞれに五つの評価項目を

配し，各評価項目の指数を多数の評価データ（統計系列）の加重平均から計算する方法を

とった．そして最後に六つの評価指標を 2 次元の座標軸（基本的価値と経営基盤）をもつ

平面にプロットし，事業活動の分析と評価を行った．そして組合員や協同組合活動に関心

をもつ人々の理解を助ける目的から，各種のグラフを作成し，視覚的に結果を表示した．  
 3－2 「貧困と富裕」報告書においては巻末付表としてコア・データが添付されてい

るが，これは評価データの一覧表に相当する．そして各評価指標に相当する部分が章を構

成し，各章において評価項目ごとの詳細な記述と分析がなされている．ただ記述がやや冗

                                                  
10 Sen (1999)P.36 ,訳書 p.38 
11 コープこうべ総合評価委員会（2007），津田直則(2000) 



長で，分析の全体像が見えにくい嫌いがある． Volkert たちのプロジェクト・チームは多

くの著作の中で，この点を補う作業をしている． 
図表 5 多段階インディケータシステム 



 
 図表 5 は図表 4 の構成に沿って，評価項目を具体的に列挙し，かつ GSOEP のデータを

用いて評価項目，評価指標のスコアを計算し，記入している．3－1 の用語法では第 1 列



（ Mangel an finanziellen Potenzialen 以 下  3 項 目 ）） が 評 価 軸 ， 第 2 列

(Einkommensarmut 以下 10 項目)が評価指標，第 4 列(Selbsteinschaezungen 以下 13 項目)
が評価項目である．第 4 列には部分的に評価データのラベルも使用されている．表中 ODER
は関連項目のうち一つでも該当する（たとえば所得が貧困線以下であるか，債務が公的に

設定されている限度を超えている状態にある，あるいはその両者に該当する）ケースをカ

ウントし，UND はすべての基準に合致するケース（表では健康状態の自己評価と日常生活

の健康状態チェックポイントから評価される健康指標の場合だけである）をカウントする

ことを示している．評価指標 経済的機会(Oekonomische Chansen)のスコア 23.7%は有給

就業者がいない世帯の所属者，長期失業者，低賃金労働者，ワーキングプアの評価項目の

いずれかに該当する人員の調査対象母集団にしめる比率である．各評価項目のスコアの合

計は 42.8%であるから，評価項目から評価指標へのプロセスは単純合計ではなく，項目間

に加重操作が行われていることがわかる．Arndt/Volkert(2006)ではその方法について明記

されていないが，生協総合評価の場合は評価データから評価項目の段階では標準化指数法

による基準年を 100 とした数値を，評価項目から評価指標，評価指標から評価軸への集計

の段階では基本的価値については組合員に対するアンケート調査，経営基盤については管

理職によるウェートづけがなされている． 
 生協総合評価の場合の最終目標である経営基盤と基本的価値の成果に対する総合評価は

（筆者が委員を務めていた時期は）座標軸平面の座標の変化を参考にして，評価委員会に

よる質的な判断によって行われていたが，CA の最終目標である well-being の判断は図表 5
の評価指標，評価項目のスコアを判断材料として質的になされようである． 

3－3 図表 6，7 は Arnd／Vokert（2006b）の作成した図表の一つである（著者の許可

を得て引用）．調査対象者の属性あるいは集団による貧困率または富裕率の相違が明快に示

されている．図表 6(Fig2)は潜在能力に関するグラフであり，評価項目ごとに高い能力をも

つ者の比率が男女別に描かれている．Economic Facilities は上記経済的機会であり，数値

が小さいほど恵まれた状態にある．社会的機会，政治的参加（機会），教育，健康について

は男女間に大きな差が存在する．High financial wealth については豊かさの基準線が中位

値の 200％に設定されていることが全体にしめるシェアが男女ともきわめて小さいことの

原因である．意外であるのは「健康がきわめて良好」の項で男女間で 5％の格差がみられる

点である．図表 7 は所得格差が政治的参加に及ぼす影響を比較するために作成されたチャ

ートである．低所得層は等価所得の中位値の 60％未満の世帯，高所得層は同 200％超の世

帯である．不法デモと投票を行わないことによる抗議意思の表明の項目を除いては低所得

層と高所得層の政治への参加にははっきりした違いが現れている． 
図表 10 は貧困には多くの側面があることは認めるにしても，貧困問題は結局のところ所

得格差に還元されるのではないかという疑問を部分的にサポートしている．しかしそれが

部分的なものであることは図表 9 が示している．図表 9 は女性の地位を向上させる上で，

instrumental freedom あるいは Robeyns(2005)の用語では social conversion factors が決



定的な役割を果たすことを示唆している． 
図表 6 高い潜在能力に関する男女間の相違 

  

   図表 7 所得格差と政治的参加 

 
出所：Arndt/Volkert(2006b)    

3－4 図表 6 および 7 は潜在的能力の規定因子が互いに独立ではなく部分的な依存関係

にあることを示している．所得格差は政治過程を介して富者に有利な政策につながる可能



性はその一例である．潜在能力の規定因子に関する統計資料が整備されるにつれて，規定

因子間の関係を推計することが可能になった．図表 8 は Arndt/Volkert(2007)による推定結

果の一部である．東西両ドイツの間には医療（Access to Health Care 診療を受けている傷

病者の診療の必要がある傷病者に対する比率，高いほど良好）と公的扶助（Protective 
Security 公的扶助を受けている世帯の比率，低いほど良好）を除いては有意な差がみられ

る．性差は教育，経済的機会の欠如，政治的関心の低さについて有意であるが，貧困（Income 
Poverty）については見られない．これは世帯所得を基準にした結果であり，母子家庭や家

計ではなく個人を単位とすると異なった結果が導かれている．CA においてしばしば強調さ

れてきた教育の他の機能に対する強い影響が，教育以外の全ての被説明変数に対して有意

な推定結果が確認された．  
図表 8 潜在能力の主要規定因子 

 
 出所 Arndt/Volkert(2007) Table1 
 
3-5 丸谷（2009）は Lebenslagen の規定因子を観察変数として，因子分析を行った（主

因子法，回転はブロマックス法）．標本は GSOEP の二つのデータセット xp および xpequive
を接合し，18 歳以上 20810 人から 25 変数に全て有効な回答をした 8794 人を抽出した．図

表 9 はその結果の一部である．図表 9 の因子は上述の評価指標にほぼ対応する．因子のラ

ベルについてはﾊﾟﾀｰﾝ行列参考にして，因子 1 は労働・経済，因子 2 は家庭生活，因子 3 は

社会参加，因子 4 は住居とした．「健康」は二つの因子に含まれ単純構造化されていないが，

これは組織および政治的参加を分析から落とさないようにしたためである．丸谷（2009）
ではそれに続く考察は因子得点を使用したため，実際には単純構造は特に重要な性質とは

みなさなかった． 
  
図表 9  Lebenslagen の規定因子 



因子分析に利用した変数 ﾊﾟﾀｰﾝ行列 

No 変数名 平均値 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 

1 個人労働所得 16795.75 0.8277       

2 労働時間 1021.06 0.7103       

3 学歴 1.80 0.6259       

4 教育年数 10.59 0.6128       

5 等価所得（当初所得） 6.19 0.6038       

6 世帯所得満足 22158.94   0.7128      

7 住居 5.46   0.6756      

8 ファミリー・ライフ 7.75   0.5788      

9 余暇 7.49   0.5562      

10 個人所得満足度 6.96   0.5511      

11 社会保障満足度 5.25   0.4990      

12 健康 6.57   0.3299  0.2959    

13 娯楽 1.96     0.6432    

14 スポーツ 2.37     0.5550    

15 仕事 4.04     0.5309    

16 企業規模 2.65     0.5117    

17 文化 1.85     0.4950    

18 芸術 1.69     0.4034    

19 ボランティア 1.61     0.3751    

20 集会 3.22     0.3085    

21 組織参加 0.88     0.2434    

22 地方政治 1.10     0.2284    

23 家の面積（m2） 99.58       0.914 

24 室数 3.94       0.908 

25 住宅設備 7.64       0.320 

資料：GSOEP（2007） 

4 つの因子の因子得点を合計して総合指標を作成した．総合指標は Lebenslagen の総合

的評価，CA でいえば well-being の推定値に相当するものである．総合指標の分布は図表

10 に示したようにほぼ正規分布をなしている． 
 

 

図表 10 総合指標 



 

 出所 丸谷（2009）図 7 
 総合指標の平均値マイナス標準偏差の 80％（＝0.36128）を貧困線として12学校教育を

受けた年数と貧困率の関係を求めると図表 11 のようであった．  
図表 11 教育と貧困 

 
 出所 丸谷（2009） 表 3 貧困率は総合指標ベース 
貧困率の修学年数に対する回帰係数（標準化係数）は－0.17176 で，等価所得の場合 
（－0.06947）より高く，教育が複数のルートを経て「貧困」に影響を与えていることが

                                                  
12 全体の貧困率は 20.59%である．つまり貧困線は第一 5 分位 を目安に設定された． 



示唆されている． 
図表 12 は加齢による貧困化の推定結果である．所得を基準とした貧困の場合 30～57 歳

までは貧困率は 20%以下で，表 12 と類似の変化を示すが，57/58 歳から急上昇し，68 歳前

後で 80%,やがて 90%に達する．それと比べると多次元的な意味での貧困率は若年層と高齢

層で高くなるが，所得を基準とした場合の貧困率より大幅に低く，社会的参加や住居の要

因が正に働いていると思われる． 
 
図表 12 年齢階層別貧困率 
 

 

出所 丸谷（2009） 表 4 貧困率は総合指標ベース 
4．結びにかえて 
 4－1 本稿では 90 年代末から次第に顕著になったドイツにおける分配政策（論）の新

しい動向をとりあげ，それが従来のように所得ないし経済的厚生を基準とした視点から，

well-being ないし Lebenslagen を多次元的に分析する意図を持つものであることを明らか

にした．多次元的な分析を行う場合にとくに重視されたのが，at  random あるいは ad-hoc
にその時々のトピックスをとりあげるのではなく，考察を体系的にするためのフレームワ

ークを構成することであった．そのような目的に役立つと考えられたのが，ドイツ語圏に

固有の Lebenslagenansatz(Condition of Living approach)と A.Senの capability approach
であった．この二つの方法のいずれが「貧困と富裕」プロジェクトにより適しているかが

議論されたのであるが，C.Arndt と J.Volkert の精力的な研究と EU の対貧困・社会的排除

政策との整合性の観点から，次第に capability approach が重用されるようになった．この

流れを念頭において本稿ではとりわけ Arndt/Volkert の分析事例を紹介し，「貧困と富裕」

プロジェクトの方法的特徴を示した． 
4－2 功利主義的あるいは厚生主義的(welfarism)13に厚生関数を設定するのではなく，

所得以外の多くの変数によって well-being に接近しようとすることは，capability 
                                                  
13 厚生主義については 鈴村・後藤(2007)第 4 章を参照せよ． 



approach に批判的な経済学者にあっても理解しうるものである．しかしその計量的方法は

まだ開発途上にあり，多くの問題を抱えているというべきであろう．Arndt/Volkert の分析

事例が端的に示すように評価項目や評価指標の選択は必ずしも客観的なものではない．彼

らは「貧困と富裕」プロジェクトの組織のうちとくに学識経験者や各種団体から構成され

る Beraterkrais(Public Adviser)による議論を通して客観性をえることを期待するが，同時

に「とくに貧困者の議論への参加は決して満足のいくレベルのものではない」と述べてい

る． 
コープこうべの「生協総合評価」の場合はまず生協の価値理念が先にあり，そこから評

価指標や評価項目が演繹的に導かれているが，それでも数量化に必要なデータのレベルで

はどの評価項目に分類すべきか一義的に決めるのが困難なばあいがある． 
さらに重要であるのは評価項目，評価指標を作成する際のウェート付けの問題である．

図表 5 についてそのようなウェート付けがなされていることを注意したが，そのようなウ

ェート図毛に対して理論的，あるいは客観的にどのようにして定められたかは示されてい

なかった．図表 8 の回帰分析で推定された係数はそのような目的には適さない．というの

もそこで用いられた方法では規定因子については相互依存の関係が設定されているにもか

かわらず，全体としての構造モデルを同時推定してはいないからである．また説明変数間

の相関を認める以上，推定結果が，真の因果関係を表しているとする根拠もない． 
因子分析は観測変数間の相関関係を前提とし，潜在変数として well-being を構成する因

子を抽出する．各因子が諸変数のどのような共通性を表しているか（因子にラベルを付け

る作業）は分析者の主観によるところが大きいが，諸変数と各因子との関係，したがって

ウェート付けの問題は統計的に処理することができる．本稿では立ち入らなかったが，因

子分析の結果を利用して，共分散構造モデルを作成し，観測変数と因子間，そして因子間

の関係のパス図を描くことも可能である． 
本稿では総合指標を well-being の推定値に擬して，たとえば教育が well-being に及ぼす

影響を調べたが，共分散構造モデル(SEM)14を推定することによって，多次元アプローチの

目的にいっそう適った形で諸変数や各規定因子と well-being の関係を分析することができ

よう． 
分析事例でとりあげた Arndt/Volkert の方法によっては規定因子から well-being につな

ぐルートないしリングを構成することができず，「群盲象を撫でる」の域にとどまる危険が

ある．多次元的アプローチによる記述，政策評価がしばしば総花的になりまとまりがない

印象を与える一因はここにあり，今後の研究課題と筆者は考えている． 
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付図 1 コープこうべ総合評価の枠組み 
 

 
 
 付図 2 総合評価 レーダーチャートの一例 



                                                                                                                                                  
 

 
 
付図 3 基本的価値と経営基盤 

 
 
 



                                                                                                                                                  
付図 4 
 

 
 
付図出所：コープこうべ総合評価委員会（2007） 
 


